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今月の給与支給日 → 6月21日（木） 2月～5月分の児童手当が支給されています。

期末勤勉手当支給日 → 6月29日（金） …ワクワクしますね෶

※市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書も配布しています。今月から徴収されています。

１．「部活動指導手当請求資料」
すぐに記入し、提出してください！

２．「児童手当現況届」
該当する方は、26日（火）までに必ず提出してください。

添付書類がありますので、お早めに準備をお願いします。

３．「平成30年度石狩市予算要望書」作成に係る校内要望の用紙
6月29日提出〆切です。みなさんの声を聞かせてください！

提出の
お願い
です！

明日の職員会議
で配布します

プリントフリーを導入してから約2ヵ月になります。
料金の請求が6月から始まりました。（4月下旬、5月はお試し期間ということで無料

だったのです。）ちなみに1カ月あたり税込51,840円です。

皆さんにご協力いただいているおかげで、コピー料金、プリンターのトナー、印刷

実際どうなの？

今一度確認を！

皆さんにご協力いただいているおかげで、コピー料金、プリンターのトナー、印刷
機のマスター、インク代が今の時点で昨年度比で約30％減っていました。
今後1年間でどうなっていくのか、楽しみです。

①印刷、コピーは仕事に支障がない限り、できるだけプリントフリーを使ってください。
そのコピーは本当にコピー機を使わなければだめですか？
また、印刷にかかる時間も考えていただけるとよいのかな、と思います。

②インク代は定額ですが、用紙代はちがいます！
用紙を無駄にしないよう、気をつけていただけるとありがたいです！

節約の先には何がある？

事務からは、節約のお願いすることが多いです。（そう感じますよね。）
では、何のために節約をするのでしょうか。
今年度の私の計画は、まずは節約できたお金で先生方の環境を整える！です。
職員室の先生用のいす、机下の収納、デスクマット、古くて不便な事務関係機器の更新、仕事
に必要な事務用品の充実が当面の目標です。
そしていずれは、保護者の経済的負担を軽減することに貢献できる予算の執行をしたいです。
（義務教育は無償である。…に少しでも近づきたいです。）

しかしながら、先生たちの仕事に支障をきたしてまで節約してという気は全くありません。
無理な節約には、必ず反動があり、結果的には失敗してしまうことが多いです。(専業主婦の経験から…。)

プリントフリーを使うのが基本ですが、業務に応じて他の印刷機器を使用してください。
ポイントを押さえて無理せずながーく節約が目標です。引き続きご協力をお願いします！


